
目

次

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
一

○
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
一

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

雑

報

○
み
ち
の
く
有
料
道
路
、
青
森
空
港
有
料
道
路
及
び
第
二
み
ち
の
く
有

料
道
路
の
障
害
者
割
引
措
置
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道
路
公
社
）
…
二

告

示

青
森
県
告
示
第
九
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

小
野

紘
太
郎

弘
前
市
大
字
松
ヶ
枝
三
丁
目
二
の
六
マ
ダ
ム
ハ
ウ
ス
一

〇
三

令
和
五･
二･
一

青
森
県
告
示
第
九
十
二
号

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九

十
二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次

の
と
お
り
公
表
す
る
。

な
お
、
青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
に
係
る
書
類
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
及
び
関
係
市

町
村
土
地
対
策
担
当
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

変
更
に
係
る
事
項

青
森
県
土
地
利
用
基
本
計
画
図
の
森
林
地
域
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

森
林
地
域

区
域
を
縮
小
し
た
町
村

七
戸
町
、
六
ケ
所
村
、
南
部
町

二

変
更
の
内
容

次
の
図
の
と
お
り

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
す
る
。
）

青
森
県
告
示
第
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
報
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第
五
百
七
十
八
号

令
和
五
年二

月
二
十
四
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
二
十
三
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
本
八
戸
停
車

場
線

八
戸
市
内
丸
二
丁
目
一
七
の
二
か
ら

八
戸
市
内
丸
二
丁
目
一
七
の
一
ま
で

令
和
五･
二･二四

雑

報

青
森
県
道
路
公
社
公
告
第
一
号

み
ち
の
く
有
料
道
路
、
青
森
空
港
有
料
道
路
、
第
二
み
ち
の
く
有
料
道
路
の
障
害
者
割
引
措
置
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
の
で
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

令
和
五
年
二
月
二
十
四
日

青
森
県
道
路
公
社
理
事
長

岡

前

憲

秀

一

料
金
の
表
の
備
考
の
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

障
害
者
割
引
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア

割
引
を
適
用
す
る
自
動
車

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳
制
度
要
綱
（
昭
和
四
十
八
年

九
月
二
十
七
日
厚
生
省
発
児
第
百
五
十
六
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
「
療
育
手
帳
制
度
に
つ
い

て
」
別
紙
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
て
い
る
療
育
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い

う
。
）
に
、
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
四
条
に
基
づ
く
福
祉

に
関
す
る
事
務
所
（
市
町
村
及
び
特
別
区
が
設
置
し
た
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は
当
該
事

務
所
を
設
置
し
て
い
な
い
町
村
又
は
青
森
県
道
路
公
社
及
び
他
の
有
料
道
路
事
業
者
が
共
同

で
設
け
る
申
込
窓
口
に
お
い
て
、
以
下
の
①
又
は
②
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
し
て
、
青
森

県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
事
前
に
自
動
車
登
録
番
号
又
は
車
両
番
号
等
必

要
事
項
の
記
載
の
手
続
き
が
な
さ
れ
た
自
動
車

①

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
、
手
帳
を
携
行
し
て
自
ら
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち

日
常
生
活
の
用
に
供
さ
れ
、
本
人
又
は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
自
動
車
（
営
業
用
の
自

動
車
を
除
く
。
）
で
、
青
森
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
も
の

②

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
、
重
度
の
障
害
を
持
つ
者
と
し
て
身
体
障
害
者

福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

本
八
戸
停
車

場
線

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
一
四
の
二
三
か
ら

八
戸
市
内
丸
一
丁
目
一
四
の
二
四
ま
で

前

八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
八
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
二
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

三
四
七
・
三
〇
メ
ー
ト
ル

後

八
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
〇
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
八
〇
・
八
〇
メ
ー
ト
ル

一
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
八
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

二
五
一
・
三
〇
メ
ー
ト
ル



の
等
級
又
は
「
療
育
手
帳
制
度
の
実
施
に
つ
い
て
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
七
日
児
発

第
七
百
二
十
五
号
厚
生
省
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
」
の
第
三
に
定
め
る
障
害
の
程
度
に
基

づ
き
青
森
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
者
（
以
下
「
重
度
障
害
者
」
と
い
う
。
）
が
手
帳

を
携
行
し
て
乗
車
し
、
そ
の
移
動
の
た
め
に
本
人
以
外
の
者
が
運
転
す
る
自
動
車
の
う
ち

日
常
生
活
の
用
に
供
さ
れ
、
当
該
重
度
障
害
者
又
は
そ
の
親
族
等
が
所
有
す
る
（
こ
れ
ら

の
者
が
こ
れ
ら
の
自
動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
重
度
障
害
者
を

継
続
し
て
日
常
的
に
介
護
し
て
い
る
者
が
所
有
す
る
）
自
動
車
（
営
業
用
の
自
動
車
を
除

く
。
）
で
、
青
森
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
も
の

な
お
、
上
記
①
又
は
②
の
要
件
を
満
た
す
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
あ
っ
て
も
、
青
森

県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
道
路
公
社
が
別
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
本
割
引
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

イ

割
引
率

割
引
率
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
。

ウ

実
施
年
月
日

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
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・
水
・
金
曜
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発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


